
新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 施 行 規 則  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 使 用 済 核 燃 料 税 の 賦 課 徴 収 事 務 等 の 取 扱 い に つ い

て 、 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 ４ ０ 年 規 則 第 １ ６ 号 ） に

定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 申 告 書 等 ）  

第 ２ 条  新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 （ 令 和 ２ 年 条 例 第 ２ ５ 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 申 告 書 及 び 同 条 第 ３ 項 の

修 正 申 告 書 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に よ る も の と す る 。  

 （ 更 正 又 は 決 定 等 の 通 知 書 ）  

第 ３ 条  条 例 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 通 知 書 は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る も の

と す る 。  

 （ 課 税 標 準 の 端 数 計 算 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 税 標 準 を 計 算 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 重 量 に １ キ ロ グ ラ ム 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 施 行 規 則 の 廃 止 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 使 用 済 核 燃 料 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ５ 年 規 則 第 ５

１ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

 

 


